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１ はじめに

特定の時代における技術について論じる場合、技

術そのものの特性よりも、その時代の社会のその他

の要素との関連性をより詳細に考察する必要がある。

技術が社会を一方的に変えていく、という技術決定

論は短絡的である──これが技術の社会学的研究の

最も重要な主張であるが、例えば「エンジニアの夢」

にのせられた技術への期待は、しばしばこの謙虚な

警告を度外視する形で発展していく。

1980年代以降の社会学は、個々人のミクロな行動

がマクロなレベルにおける社会構造化と相互規定的

な関係にあることを理論的に明らかにしてきた。個々

人のミクロな実践は長期的に存続することが予期さ

れうる構造を前提にのみ可能である一方で、時間的・

空間的に広い範囲で制度化されているマクロな社会

構造はミクロな実践を通じてのみ再生産される。構

造化理論に代表されるこういった社会学理論は、し

かしその応用において柔軟性を欠き、主に社会階層

論などに適用されてきたにすぎない。こういった構

造化理論の適用における視野の狭さは、社会の多様

なサブシステムにおける行為と構造をつぶさにみる

ことによって克服される。

例えば「インターネット上のコミュニケーション」

の構造化についてみてみよう。「インターネット上

のコミュニケーションは匿名的だ」などのような具

体性を欠いた抽象化を避けるために第一に必要な作

業は、コミュニケーションにおける個々人のポジ

ションの特定である。ある場合には個人は知り合い

とチャットをしているのかもしれないし、業務上の

連絡を Eメールで行っているのかもしれない。当然

これらの場合、匿名性は成り立たない。また、匿名

なコミュニケーションにしろ知り合いとのコミュニ

ケーションにしろ、あらゆるコミュニケーション行

為は様々な構造を前提としている。親密なコミュニ

ケーションおよび業務上のコミュニケーションにお

いては、オフラインでのそれらのコミュニケーショ

ンと同様の規範がオンラインコミュニケーションに

おいても適用される。とくに社会心理学やコミュニ

ケーション論の言説において、「コミュニケーショ

ン」という理論的概念は、こういった多様性を覆い

隠してしまうことがよくある。コミュニケーション、

社会制度、情報技術の関係は多様であることを忘れ

てはならない。

社会に普及していく技術は、個人行動レベルでの

選択をコード化することを通じて強力に社会構造を

形作っていくこともあるが、バイオテクノロジー、

とくに生殖技術のように個々人の選択肢を増大して

いくこともある。社会学的にはこれらに共通して考

慮すべき要素があるが、まずはこの二つの区別をす

ることが肝要である。技術はそれが革新的なもので

あればあるだけ、基礎的な社会構造を形作るが、そ

れは個々人の選択肢の布置を微妙に変えていくこと

を通じてである。行為と社会構造の複雑かつ精緻な

絡み合いという近代的状況に、技術を適正に位置づ

けていく作業が必要とされている。とくに情報技術

を位置づけていく際に欠かせないのは、コミュニ

ケーションを単なる情報の伝達として考えるという

狭い視野に陥らないためにも、コミュニケーション

を多角的に捉える視点を確保していくという作業で

ある。以下では、技術と社会制度との関係を念頭に

置きつつ、現代の情報技術のより適切な位置づけを

行う。

２ 構造化する技術と選択肢をもたらす技術

「技術が人々の行動の幅を広げていく」というの

が一般的見解であるとすれば、それに対して、技術
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が人々の行動の監視や規制に際して非常に強力に働

きうるということを想起しておく必要がある。

まず、情報技術は人々の日常生活や社会・経済状

況についての周到なモニタリングを可能にしてきた

ということを抑えておくべきである（Giddens 1985）。

紙や電子媒体による個人行動の記録は、社会形態が

知り合いどうしからなる共同体組織から知らない者

どうしのあいだでの有機的に弱い結合からなる利益

共同体に転換するうえで必須となる。情報技術によ

るモニタリングは、しばしばプライバシー問題とし

て論議を巻き起こすが、こういった思考の道筋は事

態を単純化しすぎている。第一に、モニタリングは

物資やサービスの効率的な伝達の必須要件である。

第二に、モニタリングされる情報は必ずしも個人情

報である必要はない（POSを想起するまでもなく、

在庫状況のモニタリングなどを考えればよい）。そ

のうえ、たとえモニタリングされるのが個人情報で

あるとしても、問題であるのは様々な文脈をこえた

個人情報の結合（流出）であり、個人情報の収集そ

れ自体ではない。

つまり、情報技術はまず近代的社会形態の最も根

本的な原理であるアソシエーション（利害による緩

やかな結合）を可能にしており、その意味では生産

力の向上を可能にした産業分野での機械技術と並ん

で社会制度の基礎を成している。例えばマローンは

調整 coordinationという概念を軸に、情報技術の浸

透に伴って、経済活動における比較的局地的な階層

hierarchy原理による調整から、より広域的に拡大し

た市場原理による調整への転換が生じると予想して

いるが、これは電子ネットワークのような高度な情

報通信技術が登場する以前の段階において、通信技

術と輸送技術の発達に伴って市場自体が十分に大き

く拡大していることを踏まえた議論である（Malone

et al. 1987）。いずれにせよ、「生産から消費への転

換」を唱えたベルの主張に反して（Bell 1973）、情報

技術は生産過程の効率化を促した面が大きいし、個

人のモニタリング能力を超えて広がる市場という近

代社会制度の根本において情報技術が果たしてきた

機能は無視できないのである。

一般的な商品の購買行動に関しては、情報技術は

主に生産と流通の過程において効率化を促すもので

あるが、モニタリング技術に関しては消費行動自体

（購買行動ではなく）に影響を与えることは少ない。

しかし著作物や知的財産に関しては、情報技術は全

く異なる意味での消費行動のモニタリングを可能に

しつつある。というのは、商品の使用に際し、技術

的にプロテクトをかけることが容易にできるように

なるからである。ソフトウェアのインストールとコ

ピーに関するこのようなプロテクト技術は、消費者

の行動に対して従来ではあり得なかった制限を課し

ていくものである。レッシグが憂慮するように、プ

ロテクト技術はフェアユースの範囲を不当に狭めて

しまうことにもつながるため、情報技術はこの意味

で著作権制度を骨抜きにするどころか、強化するこ

とにつながっていく可能性が高い（Lessig 1999）。こ

のことはむろんビジネスにとってはより確実な利益

という目的に（少なくとも表面的には）かなったも

のであるが、フェアユースを主張する消費者にとっ

てはより厳しい時代が訪れることを意味している。

モニタリングと規制のための技術は、たいていの

場合既存の社会制度（市場経済とアソシエーション、

著作権などのビジネス利害）を強化・促進する方向

に働くが、逆に生殖技術などのバイオテクノロジー

は人々の行動の選択肢を根本的に広げていく働きを

持つ。避妊技術は「生殖とセクシュアリティの分離」

をもたらすことを通じて私たちの性行動の意味を根

本的に変え、同時に女性のライフコース上の選択肢

を潜在的に多様なものとしてきた。これに加え、人

工授精、精子バンク、卵子の冷凍保存などの比較的

新しい技術も、やはり潜在的に女性のライフコース

上の選択を多様化する。避妊技術は性交と生殖を分

離したが、人工授精技術は結婚（あるいは一般的に

異性愛）と生殖を分離する可能性を秘めている。

３ モニタリング技術による時空間の拡大

上述したように、近代の社会制度は、たいていの

場合貨幣に換算される利害を介して結びついた緩や

かな関係（アソシエーション）を基本としており、

またこの関係は貨幣という交換の「コミュニケー
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ション・メディア」の特性のゆえに、前近代の共同

体（コミュニティ）と比べて時間的・空間的に格段

に広がっている。このような「薄い関係」が維持さ

れるためには、前提として貨幣や共通の言語基盤が

必要であるが、同時に広い空間を効率的にモニタリ

ングするための装置が必要となる。

貨幣は一般的通念としては社会関係を平準化する

ものとして見られがちであるが、ゼリザーによれば、

近代社会においても人々が貨幣を特殊な社会関係

social relationsのなかに埋め込んでいくという傾向が

認められる（Zelizer 1997）。確かに家族の外の市場

においては、貨幣は匿名的な交換を可能にし、比較

的場所と状況、取引する者どうしの社会関係の特殊

性に影響されないようにも見える。しかし家族内の

貨幣のやりとりは家族内の社会関係（場合によって

は関係性 relationship）に大きく依存するし、家族内

の交換でなくとも、特定の社会関係を背景とするや

りとり、例えばギフトや貧しい層への慈善の給付な

どにおいては、経済的取引といえども社会関係の特

殊性、社会的カテゴリーの差などに左右される。こ

の意味では貨幣を媒介とした社会関係の平準化とい

う「近代の一般的性向」は、一定の段階において制

限を受けている。

しかし、こういった社会関係の特殊性による「再

埋め込み」現象の前に、私たちの経済活動自体がす

でに様々なかたちでモニタリングされており、その

モニタリングの目的は多くの場合平準化とは逆のも

のであるということに気付いておく必要がある。と

いうのも、大量に生産される財やサービスの調達が、

「どこに、どれだけ、いつ」なされるのかという決

定が、市場経済においては不可欠なものとなるから

である。市場は貨幣と並んで広い意味での取引費用

を削減する機能を持っているが、市場規模の拡大は

必ずしも経済取引の際にかかるコストを下げるもの

であるとは限らない。むろん貨幣が関係を平準化す

る過程と関わりなく、個々人、および組織のニーズ

は多様であるのだから、透明性が十分に確保されな

い状態で規模だけが拡大すれば、取引者双方のニー

ズが一致する蓋然性が格段に落ちてしまうからであ

る。ギフトの交換が社会関係の特殊性に影響される

というのであれば、財の交換一般もすでに空間的に

広がった様々な経済利害を持ち合わせた組織と個人

の状況の特殊性、つまりは「経済関係の特殊性」を

反映したものにならざるをえない1）。

ウェブスターらが指摘するように、現在にいたる

産業化の過程においては、ニーズや在庫状況といっ

た情報の記録・伝達を効率的に行う情報技術が一次

産業、二次産業を補完するかたちでの「情報化」が

顕著であった（Webster 1995）。「平準化する力」と

しての貨幣による関係媒介は、差異と特殊性を的確

に捉えて取引やコミュニケーションを調整するモニ

タリングのための情報技術を抜きにしては成り立た

ない。このことは近代化を社会理論として評価する

際に忘れてはならないひとつの公準から導かれてい

る。すなわち、社会関係の一面における平準化は、

別の領域での周到な特殊化によって補完されなくて

はならない。デュルケムの古典的定式化を参照する

までもなく、機能分化した社会においては多様な組

織と個人が結合しあっていることが前提となるから

である。

しかしこういった経済関係の視角のみからモニタ

リング技術を位置づけすることは偏った評価を導い

てしまう。モニタリングは、何も商品流通過程にの

み使用されるものではなく、近代においてはほとん

どあらゆる社会制度に根源的に組み込まれているも

のである（Giddens 1991）。経済領域においても、モ

ニタリングは地域的・血縁的な関係からより匿名的

なアソシエーションへの社会関係の脱埋め込み

disembeddingを可能にするものであるが、同じこと

は私経済と区別された公共サービスについても適用

できる。税制、社会保障制度の整備と調整に必要な

個人情報はいうまでもなく、所得配分、犯罪抑制、

移民コントロールなどにおいて政府が収集・管理す

る統計情報は社会生活の調整において不可欠のもの

となっている。

公共財の配分においては、私経済における商品の

流通と異なり、多様性は補完されるものではなく埋

め合わせられるべきものとして定式化されることが

多い。この場合の多様性とは欲求の合致のパターン

としての経済関係の多様性ではなく、主に階級・階
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層間の関係の調整である。この調整においてモニタ

リング技術が使用されるならば、当然モニタリング

はマクロな権力関係と大きく関わっているというこ

とにもなる。第一に、大規模な統計（その最たるも

のがセンサスであろう）は実施すること自体に莫大

なコストが発生し、また各組織が独占して保持した

がる情報を拠出させる必要があるため、実質それが

可能なのは政府のみである。第二に、そうして政府

によって収集された情報は本来公共的知識として公

開されるべきものであるが、こういった情報へのア

クセスはかなりの程度限られたものになっているし、

加工される前のデータを参照することは原則的にで

きない。最後に、たとえモニタリングされた情報へ

のアクセスが開放されたとして、通常の個人のうち

そういった情報を適正に解釈できるスキルを持った

者はむしろ特殊であろう。ハーバマスがかつて問題

提起したように、公共空間は営利組織としての「マ

スメディア」に支配された PR空間と化している

（Habermas 1990）。イギリスのジャーナリストである

フィリップスは、人々が与えられた情報の適切な評

価をする能力もないし、またエートスも持ち合わせ

ていないことを問題視している2）。

より広い枠組みで見た場合、問題なのは、情報技

術によって可能になるモニタリングが社会経済制度

を根本的に可能にしている基礎的な要素をなしてい

るのと同時に、広範囲で大規模な、また組織内に立

ち入るようなモニタリングを実施すること、および

その成果へとアクセスすることが、社会経済的な階

層に応じて不均衡に配分されているということであ

る。経済的な格差に加えて、社会的格差、つまり教

育によって得られる情報リテラシーの格差が「技術

の社会的利用」のネガティブな意味での多様性を生

み出している。

「技術の社会的構成」という視点は技術の社会学

的研究の結論ではなく、むしろ出発点である。そし

て技術の「利用」はその一側面として位置づけられ

なければならない。米国の社会学者ディマジオらは

精力的にインターネット利用の多様性についてサー

ベイしているが（DiMaggio et al. 2001）、まず踏まえ

ておかなくてはならないのは実は技術が社会経済的

構造に対して持つ根本的な関係であり、個々人や組

織の技術利用の格差についての評価は、広範な社会

構造のなかに適切に位置づけられて初めて意味を持

つものである、ということだ。確かに、16世紀に発

展した遠距離航海技術が西ヨーロッパの国際的な商

業システムのかたちを一変させたように、技術のア

クセス可能性の格差は全体的な社会経済的構造形成

にとって決定的な要因となることがある。インター

ネットなどの新しい情報技術が構造変動につながる

かどうかの評価は難しいが3）、この評価は技術への

アクセス可能性の配分という観点を含み込みつつ

（技術決定論を退けつつ）地道に判定していくしか

ない。少なくとも現在の主な情報技術は、産業社会

に変わるシステムを予示しているのではなく、ベル

に対して異議を唱える様々な論者が主張するように、

グローバルに展開している産業社会システムを補完

するものとなっている。公共財・サービスの配分／

調整／規制の際に必要となるモニタリングは、国民

国家の政府が専有しているのが現状であり、そう

いった情報へのアクセスは経済的にも社会的にも限

られたものにとどまっている。しかも現状のイン

ターネットは、商業ベースから離れた広範なモニタ

リング作業には全くと言っていいほど向いていない

という指摘は明示的にはほとんど聞かれることがな

い。

４ 知的財産制度を支える情報技術

コンピュータと電子ネットワークの技術は効率的

な情報の共有を可能にする技術であるという観点か

ら、米国を中心に1960年代から電子図書館の構想が

盛んになされるようになった。インターネットの原

型となった ARPANETの研究にも携わったリックラ

イダーは、未来の図書館のあり方について審議する

研究チームのメンバーとして発表した論考において、

電子図書館が果たすであろう機能について、25項目

にわたって整理している（Licklider 1965）。いずれも

増大する蓄積された情報の効率的な利用に関するも

のであるが、ステフィックが論評するように、リッ

クライダーらのチームは「知的財産というものを
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まったく考慮に入れていなかった。彼らが必要と感

じていたのは、もっぱら技術のみだった」（Stefik

1996）。技術というのはこの場合、たとえば文書の

デジタル化によって可能になる効率的かつ正確な検

索などである。リックライダーによれば、電子化は

印刷物の「受動性」を克服する。受動性とは、印刷

物などの駆動性のなさ、注釈をつける作業などにみ

られる情報の加工のしにくさのことを意味している。

本の受動性が問題だと言われても、そんなこと

は当たり前すぎるので、「本が書かれている内容

を読み上げるべきだとでも言いたいのか」と詰め

寄りたくなるかもしれない。もちろんそうではな

い。しかし、情報をページから引き離すのが難し

いことと、本が情報処理機能を備えていないこと

は、人間が記録された知識と関わるための手段で

ある本の致命的な欠陥である。本を配送せずに情

報だけを転送できるような、本に変わる手段を考

案する必要がある。この手段は、情報を提示する

だけでなく、指定、適用、表示、変更、再適用と

いった一定の手順に従って情報を加工できなけれ

ばならない。このような機能を実現するためには、

図書機能とコンピュータを融合することが必要で

ある。（Licklider 1965：6）

知的財産の制度は著作権のほかに特許、商標権等

の工業所有権からなるが、その特徴として、モノの

所有権が移行しても知的財産権自体は継続していく

ことにある。というのも、知的財産は低いコストで

不正に複製（あるいは盗用）された場合、価値を減

じていくからである。

モノや情報に付与している知的財産権は、そのモ

ノ・情報を作成した個人や組織に帰属している。つ

まり知的財産権は、所有権が最終的に帰属される個

人と組織を基礎単位とした近代社会制度のひとつの

現れである。近代社会制度としての「個人」は、選

択権とそれに伴う責任（行動の結果の自己責任）を

帰属された単位であるが、何も個人の選択と責任の

範囲は確固としたものとして制度化されているわけ

ではない4）。選択の自由の範囲と自己責任の範囲は、

一部には社会経済構造に影響されるかたちで、ある

いは理念に導かれるかたちで、不断に変化している

ことに気をつけるべきである。例えばサービスやソ

フトウェア以外の商取引分野においては、PL法が製

造者と消費者との責任の範囲を変えることになった。

つまり製造者責任は「売る」行為とそのことによる

受益という選択の帰結（消費者による製品の使用）

についての責任の範囲を修正する考え方である。知

的財産をめぐる諸制度は、逆に知的財産権が帰属さ

れる主体の受益範囲を拡張する機能を持っている。

「個人」と「個人が書いたもの」（個人の知的生産

物）とを結びつけ、同時に知的生産物に権利と責任

を帰属させるのが著作権制度である。そして電子

ネットワークの到来という「技術的出来事」と著作

権制度を結び付けて考察しようとするならば、避け

なければならないのは「電子ネットワークが著作権

を崩壊させる」といった予測である。

著作権と技術との関係は非常に複雑なものである。

管理と取り締まりを逃れた P2Pといった現代のネッ

トワーク技術が著作物の違法なコピーを流通させる

道具として根強く存在しているが、著作権が侵害さ

れているという現状を制度的基盤の浸食と混同して

はならない。技術は制度的基盤を形作るものでもあ

るが、著作権制度に関していえば、この作用は知的

産物の生産者と生産物との関係が問題とされるよう

になり、著作権という制度が法的に整備されるよう

になったきっかけを与えたものである。そもそも複

製が技術的に困難な状況では、著作権は問題となり

にくい。この意味で、印刷技術等の複製技術が形作

る社会構造が、著作権という制度が意味を持つため

の基盤となっていると言える。

著作権という社会制度について論じる場合、著作

権の「侵害」という場合には微妙に異なった複数の

意味が込められていることに注意しなくてはならな

い。そもそも著作権の侵害とはどういった行為を意

味しているのだろうか。私たちは通常、著作物の違

法な複製や閲覧をもって著作権の侵害と考えやすい

が、この場合には知的生産物と生産者との結びつき

自体は侵害されていない5）。違法に複製されたもの

であっても、著作物の消費者は誰が正式な著者であ
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るのかを了解しているからである。ほとんどの場合、

「著作者」という情報自体が一定の価値をもってお

り、有名作家などの場合、知的生産物に価値を付与

しているのは作品自体の内容の価値よりもむしろ著

者名であることが少なくない。著作者という情報自

体が著作物に価値を付与しているような生産物の場

合、この意味での著作権の存在が、副次的結果とし

て著作権による利益の損失を呼び起こしてしまうこ

とにもなる。著作者と著作物を結び付ける制度は、

著作者の利益の基盤でもあるが、同時に著作物自体

に価値を付与するものでもある。

これに対して、生産物の内容に価値が認められて

おり、消費者が著作権情報をそれほど気にかけずに

消費を行うような生産物も存在する。コンピュータ

ソフトウェアや、一般的には特許を使用した生産物

のように、著作者との結びつきではなく使用それ自

体に価値が付与されるものである。この場合、著作

者と生産物との結びつきは単に著作料、使用料を回

収するために利用される情報であり、著作物に価値

を付与することはない。

18世紀以来200年以上続いてきた技術的環境にお

いて、大量複製技術は知的財産の生産者の経済的基

盤を確固なものとするのに大きな役割を果たしてき

た。「著作権の敵」として考えられやすくなった印

刷技術以外の情報技術でさえ、宣伝というチャンネ

ルを通じて著者の経済的地位を向上させてきたとい

う意味では肯定的な関係を持ってきた。著作権をめ

ぐるこの社会経済的な構造は、ひとつには複製技術

自体がいまだコストを要するものであったことから、

国家的な管理の行き届いた私企業が複製技術を独占

していたという技術・経済的な制限によって成り

立っていた。また著作者と著作物との結びつきを宣

伝することも、マスメディアにアクセスできるほど

の資源を有している大規模な組織だからこそ可能に

なったものである。

このように見てみれば、いかにして情報技術が近

代的な社会経済構造を支えてきたのかが分かる。何

よりもまず確認されるべきなのは、著作権制度は個

人化を基本とした近代社会制度の延長線上にあると

いうことである6）。コンピュータによる複製と電子

ネットワークを経由した低コストでの情報伝達葉、

確かに著作者の経済的利益を損ねているケースが少

なくないが、著作権制度を、ましてやその基底にあ

る著作権という制度化された理念を掘り崩している

わけではない。しかも、情報技術は少なくとも現在

のところ、著作権制度による著者の利益を確固とし

たものにするために利用されてきたのである。

５ 情報伝達のコストと蓋然性の問題

特定の個人による生産物からもたらされる利益の

少なくとも一部はその著作者に属している、という

近代的著作権制度に対抗する理念が一部で注目を集

めている。フリーソフトウェア運動やオープンソー

ス運動は、プログラムのソース情報の公開と共有を

理念としている7）。この仕組みにおいては、数多く

の「ハッカー」たちがボランティアでプログラムの

改良を行っていくため、出来上がったプログラムに

は著作権が付与されていないことが多い。フリーソ

フトウェア運動は情報の公開の倫理的側面を強調し、

オープンソース運動は共有によるプラクティカルな

利得を念頭においているという違いがあるにせよ、

近代的個人化制度のなかで囲い込まれてきた知的財

産がここでは積極的に公開されるという一見「特殊」

な運動が展開されている。

図１
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しかしこの運動の評価に関しては、ふたつの意味

で慎重にならなければならない。ひとつは知的財産

の特徴にかかわる問題で、もうひとつは情報の信頼

性に関わる問題である。

オープンソースのような運動がうまくいく一つの

要因に、コンピュータソフトウェアという知的生産

物の特性があったことは間違いない。ソフトウェア

の場合、セキュリティや汎用性その他の実用性こそ

が生産物（この場合プログラムという情報）の価値

を決めるほぼ唯一の要素となる。しかもソースは情

報というかたちでネットワーク上にのせることがで

きるため、共有が行いやすいという特性も持ち合わ

せている。

しかしいわゆる「アンチパテント」の流れが強い

時代を見るとわかるように、個人あるいは私的企業

の利益を保護する知的財産権そのものは、市場全体

の利得という観点から制限されるという側面もある。

個人の生産物が生む利益はその個人に属するという

著作権、知的財産権（個人あるいは私的組織を単位

とした独占権）の制度は、社会（ここでは特定の市

場）全体の発展を優先させる政策とのバランスにお

いて成立してきたものである8）。そしてバランスと

いう言い方をすれば、市場全体の発展という側面か

らしても、知的所有権の保護はイノベーションの基

礎となる制度であるため、市場の圧力から知的財産

権を保護するのは何も個人を単位とした著作権の理

念だけではない。このように、知的財産権自体が市

場との関連性において尊重されたり制限されたりす

るという意味できわめて「コンティンジェントな制

度」であることが分かる。情報技術と知的財産権と

の関連性も、単に倫理の問題に回収するのではなく、

このような全体的な布置のなかでとらえ返していく

必要がある9）。

ここからみてみれば、知的財産権の制限は「ハッ

カー」が提起する理念に頼らずとも市場との関連に

おいて制限される可能性のあるものである。もっと

もこの場合でも、プログラムの設計図であるソース

の公開・共有という運動の独自性は残る。しかし

ソースの公開によって結果的な利益が生まれるとい

う仕組みを、コミュニケートされる情報全般に広げ

ることはできない。ここにふたつめの問題としての

情報の信頼性の問題がある。確かにインターネット

は情報の共有を容易にする。しかし以下のような理

由で、情報技術の発達による情報の共有の促進は近

代的な情報流通の制度に拘束される。

ドイツの社会学者 N. ルーマンは、様々なタイプ

のコミュニケーションが成立するためにはある主体

の選択行為が別の行為主体の選択に接続していく必

要があり、その接続の蓋然性を高めるものとして

「メディア」を定義した。コミュニケーションには

三つの非蓋然性 improbabilityがある、とルーマンは

言う。理解、現前、成功である。コミュニケーショ

ンにおいて理解の蓋然性を高めるのは言語である。

同じコードを持つ言語が二者間において共有されて

いない場合、コミュニケーションは成立しない。コ

ミュニケーションにおける現前の問題とは、要する

に時間と空間を隔てたコミュニケーションの成立可

能性を意味する。この意味での蓋然性を高めるのが

一般的に考えられているようなメディア（文字、手

紙、電子媒体、電子ネットワーク等）である。

極めて歪んだ事態であるが、現在出回っている情

報技術とコミュニケーションに関する言説のほとん

どが、上記のふたつの（特に後者の）蓋然性の問題

しか視野に入れていない。コミュニケーションを情

報伝達として、すなわち意思疎通および事実報告と

して考える態度はあまりに一般的であるが、哲学分

野における「言語行為論」を参照するまでもなく、

コミュニケーションにはほかにも様々な種類がある。

たとえばコミュニケーションが「命令」であるとき、

それを受容する側は意思疎通や報告の場合のように

単に「理解する」だけでは不適切であり、理解した

上で（理解の蓋然性を克服した上で）「承諾／拒否」

を示さなければならない。そして通常は、組織的コ

ミュニケーションにおいては、拒否という選択より

も承諾という選択がとられる可能性が高い。組織と

いうのはそもそもそのように権力配分されているか

らである。

ルーマンが最も重視したのは、通常のコミュニ

ケーション論者が考慮してこなかったこのようなコ

ミュニケーションの成功にかかわる蓋然性である。
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コミュニケーションの成功の蓋然性とは、ある主体

がコミュニケーションに込めた意図が実現する可能

性を意味している。理解（言語）と現前（媒体）の

問題がクリアされていても、それは情報の伝達を可

能にするだけであり、コミュニケーション主体の意

図の通りに相手の側の選択が接続していくとは限ら

ない。つまりコミュニケーションが「拒否」される

可能性を排除できない。ルーマンによれば、貨幣、

真理、法律、愛、権力などがコミュニケーションの

蓋然性を高めるメディアとして機能している。権力

は命令というコミュニケーションの蓋然性を高める。

そして真理メディアは、情報が「真理として」受容

される蓋然性を高める。そして貨幣は時空間的な意

味での「市場」とともに、コミュニケーション＝取

引の機会を提供し、その蓋然性を高める。

これらのコミュニケーションの蓋然性と、情報技

術との関係は単純には推し量ることができない。前

述したマローンらは、確かに組織形態（市場とヒエ

ラルキー）が情報技術によって影響を被る、つまり

組織がヒエラルキー型から市場型へと相対的に重点

を移していくことを論じているが、考察は主に「資

産の特殊性」と「製品説明の困難さ」に絞られてい

る。リソースが時間、空間、物的希少性などの面で

特殊である場合、取引の関係を市場の一般性に依存

させると、逆にコストが高くなってしまう。この場

合には継続的な取引関係を築きあげた方が合理的な

ことが多い。また製品が複雑性を有しており、その

説明に時間と手間がかかるような場合、コミュニ

ケーションのコストの観点からすれば選択肢を限定

する方が合理的である。これらは要するに、ヒエラ

ルキー型の組織がコストの面ですぐれているための

条件である。このうえでマローンは情報技術による

通信コストダウンはヒエラルキー型組織の利点を減

じていくと予想するのであるが、いずれにしろ選択

自体にかかるコストが情報技術によってゼロにはな

らない以上、ヒエラルキーによる権力配分の機能は

存続することが予想できる。ヒエラルキーからマー

ケットへの移行は事実かもしれないが、完全ではあ

り得ない。しかも、選択のコストを減らすことを期

待されている情報技術は、同時に市場規模を拡大さ

せることを通じて、選択のコストを増やすというこ

ともあり得る。ルーマンがいうように、情報の伝達

の効率性は個々の選択を行う主体の状況理解を促進

させ、結果としてコミュニケーションの成功の蓋然

性を減らしてしまうかもしれない。情報量の増大は、

コミュニケーションの受け手があえて「反対」する

理由を持つ可能性を高めるからである。とすれば、

権力メディアの機能は情報技術によって掘り崩され

るどころか、それを補完するものとして存続するこ

とも考えられる。

日常的なコミュニケーションにおいてはコミュニ

ケーションの内容の真実性が問題となることはそれ

ほど多くない（むしろ内容の真実性が問題となるこ

とを避けることが多い）が、マスコミュニケーショ

ン特に報道やデータ供給においては情報の真実性、

信頼性は重要な要素となる。つまりあるコミュニ

ケーションが「真理」に基づいたものでなければ、

コミュニケーションが成功する蓋然性は損なわれて

しまう。この真実性を保証するのは通常科学の役割

だと考えられることが多いが、特にマスコミュニ

ケーションにおいては、実際には報道機関への信頼

が情報の真実性の担保となっている。情報の受け手

からすれば、ある程度は情報の真実性を信頼しない

わけにはいかない。というのは一般の個人とマスメ

ディアとでは大きな情報力（取材力）の格差が存在

するからである。

このようなコミュニケーションの蓋然性の問題を

考えてみれば、情報を集めて配分するメディアは単

に情報を「伝達」しているわけではなく、その情報

に「真実性」という価値を付与することにより情報

の流れを円滑なものにしているという機能を持って

いることが分かる。ルーマンによれば、理解、現前、

成功／失敗という「これら三つのタイプの非蓋然性

は、互いに補強し合っている。…（中略）…ひとつ

の問題の解決は他の問題の解決を難しくする」

（Luhmann 1990）。ここでは、メディアの技術的発達

による現前の非蓋然性の克服が成功の非蓋然性を高

める可能性に触れておくことで十分であろう。報道

の場合、離れた場所における事件についての情報伝

達の真実性を、情報を受容する側において検証する
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ことは不可能であるため、報道機関への信頼がそれ

を補完することを欠いてはコミュニケーションは成

立しない。

同じことは書籍や雑誌の出版やソフトウェアにつ

いてもあてはまる。特定の著作物の価値を保証して

いるのは何も著作者だけではない。編集過程が最低

限の価値を付与していることが、特定の情報がス

ムーズに流通することの基礎にある制度的な仕組み

となっている。学術雑誌においてはレフェリーの存

在が記事の科学的妥当性を保証する。情報技術の発

達は、現前の非蓋然性を少なくする、つまり伝達の

コストを下げることができるが、情報それ自体の価

値を保証してくれることはあまり考えられない。

６ おわりに

新しくより高度なレベルで、非蓋然的に蓋然的

であるコミュニケーションが改善されたテクノロ

ジーによって達成されれば、新しい制度的支出に

よってバランスが回復されなければならない。

（Luhmann 1990：95）

情報技術が広い意味でのコミュニケーションの可

能性を広げていくことは間違いないが、それは同時

に様々な社会制度に拘束され、あるいは補完される

ものである。

まず、近代的社会制度の基礎となるモニタリング

技術の（不均衡な）配分にみられるように、情報技

術が社会制度の基礎を形作ると同時に社会制度に拘

束されている側面を詳細に分析する必要がある。こ

ういった分析は、個々の情報主体の総体的な関連性

をみていくことによって可能となる。同じようなこ

とは知的財産をめぐる情報技術の位置づけについて

もいえる。制度と技術、この場合知的財産制度と情

報技術とは、情報に価値を付与する仕組みなど、よ

り全体的な社会的枠組みの中に位置づけていく必要

がある。無数の情報技術関連の言説がほとんどの場

合情報伝達コストの低減の効果に焦点を当てている

ことは驚くに値しないが、逆に言えばこのことは、

現在の情報技術は伝達の可能性を高めるだけで、遠

隔コミュニケーションの信頼性や組織内コミュニ

ケーションの「全体的」な効率性を高めるところま

では来ていないということを示している。ルーマン

が指摘するように、現時点では情報技術がカバーで

きないコミュニケーションの成立可能性を、様々な

社会制度が埋め合わせていることを忘れるべきでは

ない。

注

１）事実、SCM（Supply Chain Management）にしろ CRM

（Customer RelationshipManagement）にしろ、ここ最近の経

営学のタームも、要は関係の特殊性をいかに意思決定に反

映させるかという旧来的課題の延長線上にある。社会の「マ

クドナルド化」を懸念する論者はほぼ完全に見落としてい

るが（Ritzer 1996）、顧客サービスにおける平準化された

「マニュアル」でさえ、いかにして多様な顧客のニーズに効

率的に対処するかという課題のための方策であることが多

い。近代化の過程における平準化と特殊化は非常に複雑な

形で絡まりあっており、どちらかだけを強調する見方はリッ

ツァーのような見当はずれの結論を導いてしまう。

２）フィリップスが指摘しているように、人々の情報リテラ

シーの欠乏は、「想像力豊かな人間教育」といった一見ポジ

ティブな理想の意図せざる結果であろう。（人々が客観的事

実をつかむことにしばしば失敗することの）「最も緊急で明

白な原因は、私たちの教育システムが人々に知識をあたえ、

考える能力を促進することに関してみじめに失敗している

ということだ。これは知識、事実、客観性といった理念に

対する根源的なレベルでの攻撃の結果である。そのかわり

に、感情や想像力といった事柄が重視されているのだ。」

（Phillips 2002）

３）この点に関しては様々な見方があるが、たいていは喧伝

される情報化社会論のなかで革新的な技術として称揚され

ている。これに対して社会学者の佐藤俊樹は、少なくとも

情報化社会論自体は産業社会のロジックに完全に則ったも

のにすぎないとして否定的な見方を提起している。（佐藤

1996）

４）「何をもって個人を個人と呼ぶか」といった一見哲学的

な問も、実際にはこういった社会制度上の選択と責任の範

囲という問題と地続きである。

５）この結びつきはいわゆる著作人格権に近いが、同じ概念

ではない。

６）ただし次節でみていくように、知的財産権自体は市場、

社会経済構造との関連性において制限されてきたという側

面もある。

７）これらの運動の社会学的な意味については、筒井（2002）

においても示した。
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８）この制限は「独占の禁止」やアンチトラストというかた

ちで間接的に行われることが多い。知的財産権による利益

は多くの場合独占体制を作り出すことによる利益独占であ

る。

９）ここでは詳しく述べられないが、著作権と形式的に類似

するプライバシー権においても同じようなことを指摘でき

る。プライバシーに関する判例は、プライバシーが社会全

体の制度とのバランスという観点から制限されてきたこと

を示している。（Pember 1972、筒井2001）
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